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(57)【要約】
【課題】　複数の疾病に共通して高い関連を示す指導項
目を決定し，複数疾病全体に対するリスクを低減させる
生活習慣改善項目を提示する個別健康指導支援システム
を提供する。
【解決手段】　健診情報の生活習慣項目を指導すべき生
活習慣別に分類した生活習慣項目分類を生成する項目分
類手段111と，生活習慣項目と疾病発症との関係を分析
し，生活習慣項目の値別の発症割合を算出し，疾病別の
寄与度を算出する疾病別寄与度算出手段112と，生活習
慣項目分類別に疾病に関連が見られた生活習慣項目を組
合せ，組合せ別に，生活習慣が悪い値の発症割合で重み
付けした寄与度の和である重み付け組合せ寄与度と組合
された生活習慣項目の数である項目数を算出する項目数
・組合せ寄与度算出手段113と，生活習慣項目分類別に
，項目数最小で重み付け組合せ寄与度最大の生活習慣項
目の組合せを指導項目として選択する指導項目候補選択
手段114を設ける。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の生活習慣項目及び検査項目を含む健診結果を複数人分蓄積した健診情報から1以
上の疾病に関する個人別の予防・健康増進のための情報を提示する個別健康指導支援シス
テムであって，
　指導すべき生活習慣の種別ごとに分類された複数の生活習慣項目を含む生活習慣項目分
類を生成する項目分類手段と，
　前記生活習慣項目と疾病発症との関係を分析し，生活習慣項目の値別にその値を持つ人
の中で発症した人の割合を示す発症割合を算出し，算出した発症割合が高い前記生活習慣
項目の値を生活習慣が悪い値，前記算出した発症割合が低い前記生活習慣項目の値を生活
習慣が良い値とし，前記生活習慣が良い値の発症割合と前記生活習慣が悪い値の発症割合
から疾病別の寄与度を算出する疾病別寄与度算出手段と，
　前記項目分類手段で生成された生活習慣項目分類別に，生活習慣項目分類に含まれる生
活習慣項目の組合せを生成し，生成した組合せに含まれる生活習慣項目に対する前記疾病
別寄与度算出手段で算出された寄与度を前記生活習慣が悪い値の発症割合で重み付けした
総和である重み付け組合せ寄与度と，前記生成した組合せに含まれる生活習慣項目の数で
ある項目数とを算出する項目数・組合せ寄与度算出手段と，
　前記項目分類手段で生成された生活習慣項目分類別に，前記項目数・組合せ寄与度算出
手段で算出された項目数と重み付け組合せ寄与度から，項目数が最小で重み付け組合せ寄
与度が最大の前記生活習慣項目の組合せを指導項目として選択する指導項目候補選択手段
を有することを特徴とする個別健康指導支援システム。
【請求項２】
　請求項１記載の個別健康指導支援システムにおいて，前記項目数・組合せ寄与度算出手
段で生成された生活習慣項目の組合せ別に，組合せに含まれる生活習慣項目に対する前記
疾病別寄与度算出手段で算出された寄与度の総和である組合せ寄与度を算出する手段と，
　前記項目分類手段で生成された生活習慣項目分類別に，前記組合せ寄与度と前記項目数
・組合せ寄与度算出手段で算出された項目数から，項目数が最小で組合せ寄与度が最大の
生活習慣項目の組合せを選択する手段と，
　選択した生活習慣項目の組合せと前記指導項目候補選択手段で選択された指導項目とを
比較し，異なる場合に両方の組合せを指導項目候補として前記項目分類手段で生成された
生活習慣項目分類別に表示することを特徴とする個別健康指導支援システム。
【請求項３】
　請求項１，２記載の個別健康指導支援システムにおいて，前記指導項目と検査項目の値
を組合せた条件とその組合せを持つ人の中で発症した人の割合を示す発症割合と発症した
人数を全体の人数で割った値であり前記発症割合の信頼性を示す支持度をルールとして疾
病別に算出し，各疾病のリスク知識を作成するルール作成手段を有することを特徴とする
個別健康指導支援システム。
【請求項４】
　請求項３記載の個別健康指導支援システムにおいて，前記各疾病のリスク知識から指導
対象者の健診結果に対応した各疾病の発症割合等を示す前記ルールを検索するルール検索
手段と，
　検索ルールの前記生活習慣項目が悪い値を全て前記生活習慣項目が良い値に変更したル
ールに対する相対リスクを示す生活習慣が良い人に対するリスクと前記生活習慣項目が悪
い値を1個ずつ前記生活習慣項目が良い値に変更したルールに対する相対リスクを示す項
目別相対リスクを疾病別に算出する相対リスク算出手段と，
　指導項目別に前記項目別相対リスクの和を示す組合せリスクと前記項目別相対リスクが
算出された疾病の数を算出する疾病数・組合せリスク算出手段と，　前記項目別相対リス
クが存在する項目を推奨改善項目として抽出し，前記疾病数・組合せリスクから，疾病数
が最大で組合せリスクが最大の項目を最も推奨される改善項目として抽出する改善項目抽
出手段を有することを特徴とする個別健康指導支援システム。
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【請求項５】
　請求項４記載の個別健康指導支援システムにおいて，前記疾病数・組合せリスク算出手
段が，指導項目別に，前記指導対象者の健診結果に対応したルールの各疾病の発症割合で
重み付けした前記項目別相対リスクの和を示す重み付け組合せリスクと前記項目別相対リ
スクが算出された疾病の数を算出し，前記改善項目抽出手段が，前記項目別相対リスクが
存在する項目を推奨改善項目として抽出し，前記疾病数・重み付け組合せリスクから，疾
病数が最大で重み付け組合せリスクが最大の項目を最も推奨される改善項目として抽出す
ることを特徴とする個別健康指導支援システム。
【請求項６】
　請求項４，５記載の個別健康指導支援システムにおいて，指導対象者の各疾病の前記発
症割合，生活習慣が良い人に対するリスク，推奨改善項目，最も推奨される改善項目を一
覧表示する指導内容作成手段を有することを特徴とする個別健康指導支援システム。
【請求項７】
　請求項４，５記載の個別健康指導支援システムにおいて，指導対象者の各疾病の前記発
症割合と，前記推奨改善項目や最も推奨される改善項目が良い値の場合の発症割合の変化
を棒グラフで表示する指導内容作成手段を有することを特徴とする個別健康指導支援シス
テム。
【請求項８】
　請求項４，５記載の個別健康指導支援システムにおいて，指導対象者の各疾病の前記発
症割合と，前記推奨改善項目や最も推奨される改善項目が良い値の場合の発症割合の変化
を円グラフで表示する指導内容作成手段を有することを特徴とする個別健康指導支援シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，健診結果から個人別の疾病予防・健康増進のための情報を提示する個別健康
指導支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　　健診施設に蓄積された健診情報と糖尿病，高血圧，高脂血症などの疾病発症との関係
を分析し，関連が見られた生活習慣項目を指導項目として決定する。次に，指導項目と関
連検査項目の値またはその値を組合せた条件を持つ人が各疾病を発症するリスクを算出し
，リスク知識を作成する。そして，そのリスク知識から指導対象者の健診結果に対応した
疾病リスクを求め，健康指導を支援する個別健康指導支援システムがある。例えば，特許
文献１では，関連検査項目，生活習慣項目別に，検査異常の発生するリスクを算出してリ
スク知識を作成する。そして，そのリスク知識から，指導対象者の健診結果に該当する検
査異常発生リスクを求め，健康指導を行うシステムが紹介されている。
次に，疾病リスク算出のために使用する指導項目決定方法について述べる。上記したよう
に，このシステムは，まず，指導項目を決定するが，単独の健診施設が持つ健診情報の量
は必ずしも十分でない場合があるため，全ての関連生活習慣項目を指導項目とするのは，
その値を組合せた条件を持つ人が少なくなってしまうことから実現上難しい。そのため，
各疾病の関連生活習慣項目の中から効果的な指導項目を選択する必要があり，その方法と
して，以下のように糖尿病，高血圧，高脂血症などの複数疾病に対して共通に高い関連を
示している生活習慣項目を選択する方法が考えられる。
(1) （１）生活習慣項目と各疾病発症との関係を分析し，各項目の値別の発症割合を算出
する。次に，発症割合が高い生活習慣項目の値を生活習慣が悪い値，発症割合が低い生活
習慣項目の値を生活習慣が良い値とし，生活習慣が良い値と悪い値の発症割合から疾病別
の寄与度（オッズ比）を求める。ここで，オッズ比は，生活習慣が悪い値の発症割合をP1
，生活習慣が良い値の発症割合をP0とすると（P1/1- P1）/（P0/1- P0）で計算される
(2) （２）関連が見られた生活習慣項目を組合せ，組合せ別に組合せた項目数と寄与度の
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和を求め，項目数が最小で寄与度の和が最大の項目の組合せを指導項目として選択する。
【０００３】
【特許文献１】特開2002－183647号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記方法で用いるオッズ比は，（P1/1- P1）/（P0/1- P0）で計算されるため，例えば
，「朝食日数/週4日以下→5日以上」の発症割合の変化P1:40％→P0:32％と「外食日数/週
2日以上→1日以下」の発症割合の変化P1:45％→P0:37％のオッズ比が1.4で同じ値になっ
てしまう問題がある。指導の観点からは，発症割合の変化が異なることを考慮して指導項
目を決定した方が良いが，上記方法では，この点について考慮されていなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決し，目的を実現するために，本発明の個別健康指導支援システムは，指
導すべき生活習慣の種別ごとに分類された複数の生活習慣項目を含む生活習慣項目分類を
生成する項目分類手段と，前記生活習慣項目と疾病発症との関係を分析し，前記生活習慣
項目の値別にその値を持つ人の中で発症した人の割合を示す発症割合を算出し，前記発症
割合が高い前記生活習慣項目の値を生活習慣が悪い値，前記発症割合が低い前記生活習慣
項目の値を生活習慣が良い値とし，前記生活習慣が良い値の発症割合と前記生活習慣が悪
い値の発症割合から疾病別の寄与度を算出する疾病別寄与度算出手段と，前記項目分類手
段で生成された生活習慣項目分類別に，生活習慣項目分類に含まれる生活習慣項目の組合
せを生成し，生成した組合せに含まれる生活習慣項目に対する前記疾病別寄与度算出手段
で算出された寄与度を前記生活習慣が悪い値の発症割合で重み付けした総和である重み付
け組合せ寄与度と前記生成した組合せに含まれる生活習慣項目の数である項目数とを算出
する項目数・組合せ寄与度算出手段と，前記項目分類手段で生成された生活習慣項目分類
別に，前記項目数・組合せ寄与度算出手段で算出された項目数と重み付け組合せ寄与度か
ら，項目数が最小で重み付け組合せ寄与度が最大の前記生活習慣項目の組合せを指導項目
として選択する指導項目候補選択手段を有することを特徴としている。
【０００６】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，前記項目数・組合せ寄与度算出手段で
生成された生活習慣項目の組合せ別に，組合せに含まれる生活習慣項目に対する前記疾病
別寄与度算出手段で算出された寄与度の総和である組合せ寄与度を算出する手段と，前記
項目分類手段で生成された生活習慣項目分類別に，前記組合せ寄与度と前記項目数・組合
せ寄与度算出手段で算出された項目数から，項目数が最小で組合せ寄与度が最大の生活習
慣項目の組合せを選択する手段と,選択した生活習慣項目の組合せと前記指導項目候補選
択手段で選択された生活習慣項目の組合せとを比較し，異なる場合に両方の組合せを指導
項目候補として前記項目分類手段で生成された生活習慣項目分類別に表示することを特徴
としている。
【０００７】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，前記指導項目と検査項目の値を組合せ
た条件とその組合せを持つ人の中で発症した人の割合を示す発症割合と発症した人数を全
体の人数で割った値であり前記発症割合の信頼性を示す支持度をルールとして疾病別に算
出し，各疾病のリスク知識を作成するルール作成手段を有することを特徴としている。
【０００８】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，前記各疾病のリスク知識から指導対象
者の健診結果に対応した各疾病の発症割合等を示す前記ルールを検索するルール検索手段
と，検索ルールの前記生活習慣項目が悪い値を全て前記生活習慣項目が良い値に変更した
ルールに対する相対リスクを示す生活習慣が良い人に対するリスクと前記生活習慣項目が
悪い値を1個ずつ前記生活習慣項目が良い値に変更したルールに対する相対リスクを示す
項目別相対リスクを疾病別に算出する相対リスク算出手段と，指導項目別に前記項目別相
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対リスクの和を示す組合せリスクと前記項目別相対リスクが算出された疾病の数である疾
病数を算出する疾病数・組合せリスク算出手段と，前記項目別相対リスクが存在する項目
を推奨改善項目として抽出し，前記疾病数・組合せリスクから，疾病数が最大で組合せリ
スクが最大の項目を最も推奨される改善項目として抽出する改善項目抽出手段を有するこ
とを特徴としている。
【０００９】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，前記疾病数・組合せリスク算出手段が
，指導項目別に，前記指導対象者の健診結果に対応したルールの各疾病の発症割合で重み
付けした前記項目別相対リスクの和を示す重み付け組合せリスクと前記項目別相対リスク
が算出された疾病の数である疾病数を算出し，前記改善項目抽出手段が，前記項目別相対
リスクが存在する項目を推奨改善項目として抽出し，前記疾病数・重み付け組合せリスク
から，疾病数が最大で重み付け組合せリスクが最大の項目を最も推奨される改善項目とし
て抽出することを特徴としている。
【００１０】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，指導対象者の各疾病の前記発症割合，
生活習慣が良い人に対するリスク，推奨改善項目，最も推奨される改善項目を一覧表示す
る指導内容作成手段を有することを特徴としている。
【００１１】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，指導対象者の各疾病の前記発症割合と
，前記推奨改善項目や最も推奨される改善項目が良い値の場合の発症割合の変化を棒グラ
フで表示する指導内容作成手段を有することを特徴としている。
【００１２】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，指導対象者の各疾病の前記発症割合と
，前記推奨改善項目や最も推奨される改善項目が良い値の場合の発症割合の変化を円グラ
フで表示する指導内容作成手段を有することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の個別健康指導支援システムは，項目数・組合せ寄与度算出手段が，生活習慣項
目の組合せ別に，重み付け組合せ寄与度と項目数を算出し，指導項目候補選択手段が，項
目数最小で重み付け組合せ寄与度最大の項目の組合せを指導項目として選択するので，複
数疾病に対して共通に高い関連を示し，かつ,より発症割合を引き上げている重要な指導
項目を決定できる効果がある。
【００１４】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，項目数・組合せ寄与度算出手段が，生
活習慣項目の組合せ別に，重み付け組合せ寄与度，項目数，組合せ寄与度を算出し，指導
項目候補選択手段が，項目数最小で重み付け組合せ寄与度最大と組合せ寄与度最大が逆転
する項目の組合せを指導項目候補として抽出する。そして，分類別に指導項目候補を表示
して操作者に最終的な指導項目を決定させるので，操作者は，逆転する項目の組合せを確
認しながら，指導に適した指導項目を決定できる効果がある。
【００１５】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，ルール作成手段が，指導項目候補選択
手段で決定された指導項目を用いて各疾病のリスク知識を作成するので，指導に適した各
疾病のリスクを提示するリスク知識を作成できる効果がある。
【００１６】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，疾病数・組合せリスク算出手段が，指
導項目別に組合せリスクと疾病数を算出し，改善項目抽出手段が，最も推奨される改善項
目として，疾病数最大で組合せリスク最大の項目を抽出するので，複数疾病全体に対する
リスクを低減させる生活習慣改善項目を提示できる効果がある。
【００１７】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，疾病数・組合せリスク算出手段が，指
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導項目別に重み付け組合せリスクと疾病数を算出し，改善項目抽出手段が，最も推奨され
る改善項目として，疾病数最大で重み付け組合せリスク最大の項目を抽出するので，指導
対象者の発症割合が高い疾病リスクを重点的に低減する改善項目を提示できる効果がある
。
【００１８】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，指導内容作成手段が，指導対象者の各
疾病の発症割合，生活習慣が良い人に対するリスク，推奨改善項目，最も推奨される改善
項目を一覧表示するので，操作者は指導対象者の改善ポイントが簡単に分かり，そのポイ
ントを重点的に指導できる効果がある。
【００１９】
　さらに，本発明の個別健康指導支援システムは，指導内容作成手段が，指導対象者の各
疾病の発症割合と，推奨改善項目や最も推奨される改善項目が良い値の場合の発症割合の
変化を棒グラフや円グラフで表示するので，指導対象者に視覚的なインパクトを与える指
導ができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下，本発明を実施するための最良の形態について図を用いて詳細に説明する。以下の
説明では，疾病としてメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)，糖尿病，高血圧，高
脂血症を例にあげ，これらの疾病に対する危険性とそれを低減させる改善内容を指導対象
者に提示して保健指導を支援する場合を想定して説明する。
【００２１】
　図１は，本発明の実施例である個別健康指導支援システムの一構成例を示す図である。
個別健康指導支援システムは，健康指導支援端末101と，データベース106で構成される。
健康指導支援端末101は，コンピュータ装置で，マウスやキーボードなどの入力部102と，
ディスプレイやプリンタなどの出力部104と，健診情報と疾病発症の関係から，各疾病に
関連が見られる生活習慣指導項目を決定し，健診項目の値を組合せた条件とその条件の発
症割合等を示す複数のルールを持つリスク知識を作成するリスク知識作成手段105と，入
力部102で入力された指導対象者の健診結果に対応した各疾病の発症割合と改善項目など
の指導内容をリスク知識から作成し，その指導内容を出力部104に表示する指導内容作成
手段103を有している。
【００２２】
　リスク知識作成手段105は，健診情報の生活習慣項目を飲酒，運動，たばこ等のジャン
ル別に分類する項目分類手段111と，生活習慣項目と各疾病発症との関係を，ロジスティ
ック回帰モデル等を用いて統計的に分析し，疾病別の寄与度を算出する疾病別寄与度算出
手段112を有している。また，関連が見られた生活習慣項目を組合せ，組合せ別に，寄与
度の和（組合せ寄与度），生活習慣が悪い値の発症割合で重み付けした寄与度の和（重み
付け組合せ寄与度），組合された生活習慣項目の数を算出する項目数・組合せ寄与度算出
手段113と，項目数が最小で，重み付け組合せ寄与度が最大となる組合せと組合せ寄与度
が最大となる組合せを指導項目候補として操作者に提示して決定を促す指導項目候補選択
手段114を有している。さらに，決定された指導項目，各疾病発症の判定に使用される検
査項目（腹囲，空腹時血糖値等），基本項目（性別，年齢）等を用いて相関ルールマイニ
ングによる分析を行い，健診項目の値の組合せを持つ人の疾病の発症割合（発症者数/該
当者数），支持度（発症割合の信頼性を示す指標）を示す複数のルールを疾病別に作成す
るルール作成手段115を有している。
【００２３】
　指導内容作成手段103は，各疾病のリスク知識から指導対象者の健診結果に対応した各
疾病の発症割合等を示すルールを検索するルール検索手段107と，検索ルールの生活習慣
指導項目の条件で生活習慣が悪い値を良い値に変更したルールに対する相対リスクを疾病
別に算出する相対リスク算出手段108と，指導項目別に相対リスクの和と相対リスクが算
出された疾病の数を算出する疾病数・組合せリスク算出手段109と，疾病数・組合せリス
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クから，指導対象者にとって推奨される生活習慣改善項目を抽出する改善項目抽出手段11
0を有している。
【００２４】
　データベース106は，健診情報を管理する健診情報管理手段119と，生活習慣項目の疾病
別寄与度，項目数・組合せ寄与度・重み付け組合せ寄与度を管理する寄与度情報管理手段
120と，生活習慣指導項目を管理する指導項目情報管理手段121と，各疾病のリスク知識を
管理するリスク知識管理手段122と，指導対象者の健診結果に対応した指導内容を管理す
る指導内容管理手段121を有している。
【００２５】
　図2は，健診情報管理手段119が管理する健診情報の一例を示す図である。健診情報を特
定する健診ID201，個人を特定する個人ID202，受診日203，基本項目として，性別204，健
診受診時の年齢205など，検査項目として，BMI210，腹囲211，空腹時血糖値212，最高血
圧213，最低血圧214，中性脂肪215，HDLコレステロール（HDL-C）216などの情報を管理し
ている。また，生活習慣項目として，20歳からの体重増加220，アルコール量/日221，飲
酒日数/週222，朝食日数/週223，外食日数/週224，食事量225，食事早さ226，食事バラン
ス227，喫煙228，定期的な運動229，汗をかく運動230など，検査結果から医師が判定した
判定項目として，糖尿病に関する糖代謝判定231，高血圧に関する血圧判定232，高脂血症
に関する脂質判定233などの情報を管理している。
【００２６】
　図3は，寄与度情報管理手段120が管理する疾病別寄与度情報の一例を示す図である。項
目301と,その項目の分類302，各疾病に対する寄与度303～306を管理している。例えば，2
0歳からの体重増加10kg以上のメタボリックシンドローム寄与度303の4.0は，10kg未満に
対する10kg以上のオッズ比を示しており，括弧内の38%，13%は，それぞれ10kg以上の発症
割合P1，10kg未満の発症割合P0を示している。寄与度の値がある場合は，その項目が疾病
の発症に対して統計的に有意な関連があることを示しており，その寄与度が大きいほど，
関連が高いことを示している。また,寄与度の値がない場合は，その項目が疾病発症に関
連していないことを示している。
【００２７】
　図4は，寄与度情報管理手段120が管理する項目数・組合せ寄与度情報の一例を示す図で
ある。項目の組合せ401と，分類302，各疾病に対する寄与度303～306，組合された項目数
402，寄与度303～306の和である組合せ寄与度403，生活習慣が悪い値の発症割合で重み付
けした寄与度303～306の和である重み付け組合せ寄与度404を管理している。項目数402が
少なく，組合せ寄与度403が高い組合せは，全疾病の発症に対して共通に関連しており，
かつ,関連が高いことを示している。また，項目数402が少なく，重み付け組合せ寄与度40
4が高い組合せは，全疾病の発症に対して共通に高い関連を示していることに加えて，よ
り発症割合を引き上げている重要な組合せであることを示している。
【００２８】
　図5は，指導項目候補選択手段114が，出力部104に表示する指導項目候補表示画面501の
一例を示す図である。この画面は，図4の項目数・組合せ寄与度情報から指導項目候補と
して選択された分類別の項目の組合せ401を表示する。画面501の左側の棒グラフの縦軸は
重み付け組合せ寄与度であり，右側の棒グラフの縦軸は組合せ寄与度である。また，502
～506は，指導項目候補を表示する分類を選択するラジオボタン，510～513は，項目数を
選択するラジオボタン，530～531は，指導項目選択方式を選択するラジオボタン，514は
，最終的な指導項目を決定するボタンを示している。この例は，操作者が食事のラジオボ
タン505を選択した場合であり，図4の項目数・組合せ寄与度情報から，食事で項目数が最
小の2のラジオボタン511が自動的に選択され，食事に関する指導項目候補として，重み付
け組合せ寄与度最大と組合せ寄与度最大が逆転する項目の組合せ413，414を抽出して表示
している。画面501の左側の重み付け組合せ寄与度の棒グラフでは，414を520で，413を52
1で示しており，右側の組合せ寄与度の棒グラフでは，414を522で，413を523で示してい
る。また，指導項目選択ラジオボタンでは，表示された指導項目候補の中から，重み付け
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組合せ寄与度が最大の組合せが最有力指導項目候補として自動的に選択される。この例で
は，項目の組合せ520が選択されている。最終的な決定は，操作者が決定ボタン514を押す
ことで行い，項目数を変えたい場合，指導項目選択方式を変えたい場合は，それぞれ，項
目数選択ラジオボタン510～513，指導項目選択方式選択ラジオボタン530～531を変更する
。この画面で決定された指導項目は，データベース106の指導項目情報管理手段121に，図
6の形式で管理される。
【００２９】
　図6は，指導項目情報管理手段121が管理する指導項目情報の一例を示す図である。分類
302と，最終的に決定した各疾病の指導項目601～604を管理している。
【００３０】
　図7は，リスク知識管理手段122が管理するリスク知識の一例を示す図である。疾病別に
リスク知識が作成されるが，この例では，メタボリックシンドロームのリスク知識を示し
ている。リスク知識は，ルールを特定するルールID801と，性別204などの基本項目，腹囲
211などの検査項目，20歳からの体重増加220などの指導項目等の複数の条件の組み合わせ
を持つ人のメタボリックシンドロームの発症割合806（発症者数805/該当者数804）と支持
度807を示すルール810～817を管理している。ここで，発症割合806は，同じ検査・問診結
果の条件に該当する群（該当者数804）中の発症者数805を群中の人数で割ったものを示し
ている。また，支持度807は，同じ検査・問診結果の条件に該当する群中の発症者数805を
母集団の人数で割ったものであり，発症割合の信頼性を示している。
【００３１】
　次に，フローチャートとシーケンス図を用いて，動作を詳細に説明する。まず,健診情
報からリスク知識を作成する手順の一例を，図8のフローチャート，健康指導支援端末101
とデータベース106の間のやり取りを示す図14のシーケンス図を用いて説明する。
【００３２】
　リスク知識の作成を開始（701）すると，まず，項目分類ステップ702を行う。ここでは
，項目分類手段111が，健診情報管理手段119で管理される図2の健診情報の生活習慣項目
を取得する。次に，項目分類手段111が，生活習慣項目を指導すべき生活習慣別に分類す
る。例えば，体重，飲酒，たばこ，食事，運動などに分類する。この場合，20歳からの体
重増加220は体重，アルコール量/日221，飲酒日数/週222は飲酒，喫煙228はたばこ，朝食
日数/週223，外食日数/週224，食事量225，早食い226，食事バランス227は食事，定期的
な運動229，汗をかく運動230は運動に分類される。これにより，分類別に指導項目を選択
できるので多様な指導が可能になる。
【００３３】
　次に，疾病別寄与度算出ステップ703を行う。ここでは，まず，疾病別寄与度算出手段1
12が，健診情報管理手段118で管理される図2の健診情報の生活習慣項目を取得する。次に
，疾病別寄与度算出手段112が，生活習慣項目と各疾病発症との関係を，ロジスティック
回帰モデル等を用いて統計的に分析し，生活習慣項目の値別にその値を持つ人の中で発症
した人の割合を示す発症割合を算出する。そして，発症割合が高い生活習慣項目の値を生
活習慣が悪い値，発症割合が低い生活習慣項目の値を生活習慣が良い値とし，生活習慣が
良い値の発症割合と生活習慣が悪い値の発症割合から各疾病発症に対する寄与度303～306
を算出する。尚，良い値の発症割合と悪い値の発症割合が等しい場合は，寄与が無いもの
として扱う。具体的には，このモデルを用いて，疾病別，項目別に，オッズ比と95％信頼
区間を算出する。ここで，オッズ比は，生活習慣が良い値を持つ群で発症するオッズ（病
気が発症しない確率1－pに対する発症する確率pの比）に対する生活習慣が悪い値を持つ
群で発症するオッズの比であり，生活習慣が良い値を持つ群に対する悪い値を持つ群の発
症リスクの高さを示すものである。例えば，喫煙なし群に対する喫煙あり群のオッズ比が
1.5であった場合，喫煙なし群に対して喫煙あり群の疾病発症リスクは1.5倍高いことを意
味する。生活習慣が良い値を持つ群，悪い値を持つ群の発症割合をそれぞれｐ０，ｐ1と
すると，以下の式で計算される。
【００３４】
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【数１】

　また，信頼区間は，真のオッズ比が存在していると思われる区間とその信頼度を示すも
のである。例えば，あるオッズ比の95％信頼区間が，1.2～1.8であった場合，真のオッズ
比は，1.2～1.8の区間にあると考えられ，その信頼度は95％であることを意味する。信頼
度は，通常95％がよく用いられる。つまり，ある健診項目のオッズ比の95％信頼区間を求
め，その最低値が1より大きい値であれば，その項目はその疾病発症に対して統計的に有
意な関連が見られる項目となる。そこで，疾病別，項目別に，オッズ比と95％信頼区間を
算出し，95％信頼区間の最低値が1より大きい場合は，算出されたオッズ比がその項目の
寄与度となる。1以下の場合は，寄与がない項目となる。これにより，疾病発症に有意な
関連が見られる項目を抽出できる。算出された疾病別寄与度情報は，図3の形式でデータ
ベース106に記録される。例えば，喫煙313の糖尿病寄与度304の値1.6は，喫煙なし群に対
する喫煙あり群の糖尿病発症リスクが1.6倍高いことを示しており，喫煙313が，糖尿病発
症に有意な関連が見られる項目であることを示している。一方，喫煙313のメタボリック
シンドローム寄与度303の値が書かれていないところは，喫煙313が，メタボリックシンド
ロームの発症に有意な関連が見られない項目であることを示している。
【００３５】
　次に，項目数・組合せ寄与度算出ステップ704を行う。ここでは，まず，項目数・組合
せ寄与度算出手段113が，寄与度情報管理手段120で管理される図3の疾病別寄与度情報を
取得する。次に，項目数・組合せ寄与度算出手段113が，分類別に寄与度の値がある項目
を組合せ，組合せ別に項目数402と組合せ寄与度403と重み付け組合せ寄与度404を算出す
る。項目数402は組合された項目の数である。また，組合せ寄与度403は疾病別寄与度303
～306の和，重み付け組合せ寄与度404は生活習慣が悪い値を持つ群の発症割合P1で重み付
けした疾病別寄与度303～306の和であり，それぞれ，以下の式で計算される。
【００３６】

【数２】

【００３７】
【数３】

　図3の食事の例では，メタボリックシンドロームの寄与度の値がある項目は，外食日数/
週，食事量，食事早さの3個，糖尿病では朝食日数/週，外食日数/週の2個，高血圧では食
事量の1個，高脂血症では朝食日数/週，外食日数/週，食事早さ，食事バランスの4個であ
る。したがって，その組合せ数は，3×2×1×4で24となり，その組合せ別に項目数と組合
せ寄与度と重み付け組合せ寄与度を算出する。例えば，項目の組合せとして，食事量（メ
タボリックシンドローム），朝食日数/週（糖尿病），食事量（高血圧），朝食日数/週（
高脂血症）を組合せた場合，項目数は，食事量，朝食日数/週の2，組合せ寄与度は，各疾
病の寄与度，1.5（メタボリックシンドローム），1.5（糖尿病），1.4（高血圧），1.4（
高脂血症）の和である5.8となる。また，重み付け組合せ寄与度は，生活習慣が悪い値を
持つ群の発症割合P1で重み付けした各疾病の寄与度，0.24×1.5（メタボリックシンドロ
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ーム），0.13×1.5（糖尿病），0.30×1.4（高血圧），0.40×1.4（高脂血症）の和であ
る1.5となる。算出された項目数・組合せ寄与度情報は，図4の形式でデータベース106に
記録される。
【００３８】
　図14のシーケンス図では，健康指導支援端末101が，データベース106から，健診情報14
03を取得し，疾病別寄与度情報，項目数・組合せ寄与度情報を算出してその登録1404を行
う。
【００３９】
　次に，指導項目候補表示ステップ705を行う。ここでは，まず,指導項目候補選択手段11
4が，寄与度情報管理手段120で管理される図4の項目数・組合せ寄与度情報を取得する。
次に，指導項目候補選択手段114が，取得した項目数・組合せ寄与度情報から，分類別に
，項目数最小で重み付け組合せ寄与度最大と組合せ寄与度最大が逆転する項目の組合せを
指導項目候補として抽出し，中でも重み付け組合せ寄与度最大を最有力指導項目候補とし
て選択する。これにより，全疾病に対して共通に関連が高く，かつ，より発症割合を引き
上げている重要な指導項目を選択できる。例えば，食事の場合，項目数最小で重み付け組
合せ寄与度最大は，外食日数/週と食事量の組合せ414，組合せ寄与度最大は，朝食日数/
週と食事量の組合せ413となり逆転している。このように逆転する項目の組合せを指導項
目候補として抽出し，中でも重み付け組合せ寄与度最大である外食日数/週と食事量の組
合せ414を最有力指導項目候補として選択する。逆転がない場合は，項目数最小で重み付
け組合せ寄与度最大の項目の組合せが最有力指導項目候補となる。
【００４０】
　次に，指導項目決定ステップ706を行う。ここでは，まず，指導項目候補選択手段114が
，選択された指導項目候補を，図5の指導項目候補表示画面501のように出力部104に表示
して，操作者に最終的な指導項目を決定させる。操作者は，まず，分類ラジオボタン502
～506から，指導項目候補を表示する分類を選択する。次に，指導項目選択方式選択ラジ
オボタン530～531から，指導項目を選択する。デフォルトの状態では，項目数最小で重み
付け組合せ寄与度最大の最有力指導項目候補が選択されている。最後に，決定ボタン514
を押し，最終的な指導項目を決定する。例えば，食事のラジオボタン505を押すと，食事
に関する指導項目候補として，項目の組合せ414（図5：520），413（図5：523）が表示さ
れ，中でも最有力指導項目候補414の指導項目選択方式選択ラジオボタン530が選択される
。この項目でよい場合は，決定ボタン514を押し，指導項目を決定する。良くない場合は
，項目数ラジオボタン510～513や指導項目選択方式選択ラジオボタン530～531の選択を変
更する。決定された指導項目情報は，図6の形式でデータベース106に記録される。
【００４１】
　図14のシーケンス図では，健康指導支援端末101が，データベース106から，寄与度情報
1405を取得し，指導項目を決定してその登録1406を行う。
【００４２】
　次に，リスク知識作成ステップ707を行う。ここでは，まず，ルール作成手段115が，指
導項目管理手段121が管理する図6の指導項目情報，健診情報管理手段119が管理する図2の
健診情報を取得する。次に，ルール作成手段115が，指導項目，各疾病発症の判定に使用
される検査項目（腹囲，空腹時血糖値等），基本項目（性別，年齢）等を用いて，疾病別
に，相関ルールマイニングによる分析を行い，健診項目の値を組合せた条件部と条件部ご
との発症割合（発症者数/該当者数）と支持度を示す複数のルールを作成し，各疾病のリ
スク知識を作成する。ここで，疾病の発症割合は，複数年分の健診情報から，初回に病気
でない人を抽出し，その中で，その後病気を発症した人の割合を求めたものである。疾病
の発症は，例えば，メタボリックシンドロームでは，学会の判定基準（腹囲：男85cm以上
，女90cm以上，かつ，高血糖，脂質異常，血圧高値のうち2項目以上異常）を用いて判断
する。また，作成されたリスク知識は，図7に示すように複数の健診項目の値を組み合わ
せた条件部とその条件部を持つ人の発症割合806(発症者数805/該当者数804)，支持度807
を記録したデータである。例えば，ルール810は，男性，年齢40代，腹囲85cm以上，BMI25
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以上，最高血圧130未満かつ最低血圧85未満，中性脂肪150未満かつHDL-C40以上，20歳か
らの体重増加10kg以上，食事量多い，定期的な運動ありという健診結果の人のメタボリッ
クシンドロームの発症割合は53％（発症者数10人/該当者数19人）であり，その発症割合
の信頼性を示す支持度は0.1%であることを示している。リスク知識はこのような様々な条
件の組み合わせを持つルールを用意する。全疾病のリスク知識が作成されたら，リスク知
識の作成を終了（708）する。
【００４３】
　図19のシーケンス図では，健康指導支援端末101が，データベース106から，指導項目，
健診情報1407を取得し，リスク知識を作成してその登録1408を行う。
【００４４】
　次に，健診結果入力から指導内容表示までの処理の流れの一例を図13のフローチャート
，図14のシーケンス図，図7のリスク知識，図9，図10，図11，図12を用いて説明する。こ
の処理は，医師や保健師などの指導者が健診受診者などの指導対象者に各疾病に対する危
険性とそれを低減する改善内容を提示して指導する場合の処理である。
【００４５】
　図9は，指導内容管理手段123が管理する指導対象者の健診結果に対応した指導内容の一
例を示す図である。疾病901と，その疾病に対する発症割合910，発症者数911，該当者数9
12，生活習慣が良い人に対するリスク913，各指導項目の相対リスク914～919を管理して
いる。また，指導項目別に相対リスクが存在する疾病数906，相対リスクの和である組合
せリスク907を管理している。例えば，902は，ある指導対象者と同じような健康状態の人
でメタボリックシンドロームを発症した人は76人（該当者数912）中20人（発症者数911）
で，その割合は28.3％（発症割合910）であること，生活習慣が良い人，ここでは，20歳
からの体重増加10kg未満，アルコール量/日3合以下，定期的な運動ありの人に対して発症
リスクが1.6倍高いこと，20歳からの体重増加が10kg未満の人に対して1.4倍，アルコール
量/日3合以下の人に対して1.3倍，定期的な運動ありの人に対して1.2倍高いことを示して
いる。また，相対リスクが存在しない指導項目は，指導対象者の健診結果が良いか，その
疾病の関連項目ではないか，対象者にとって疾病発症の大きな要因にならないかのいずれ
かであることを示している。
【００４６】
　図10，図11は，指導内容作成手段103が出力部104に表示した健診結果入力画面1001の一
例を示す図であり，図10は，指導対象者の健診結果を入力する前の状態を示す図であり，
図11は，指導対象者の健診結果を入力した後の状態を示す図である。この画面は，リスク
知識を作成するために使用された健診項目を用いて作成される。1003～1015は健診項目，
1020～1021は性別を選択するボタン，1022～1024は年齢を選択するボタン，1025～1026は
腹囲を選択するボタン，1027～1028はBMIを選択するボタン，1029～1031は空腹時血糖値
を選択するボタン，1032～1033は最高血圧・最低血圧を選択するボタン，1034～1035は中
性脂肪・HDL-Cを選択するボタン，1036～1037は20歳からの体重増加を選択するボタン，1
038～1039はアルコール量/日を選択するボタン，1040～1041は喫煙を選択するボタン，10
42～1043は食事量を選択するボタン，1044～1045は外食日数/週を選択するボタン，1046
～1047は定期的な運動を選択するボタン，1002は実行ボタンである。また，図12は，指導
内容作成手段103が出力部104に表示した指導内容表示画面1201の一例を示す図であり，健
診結果入力画面1001で入力された指導対象者の健診結果に対応した指導内容を表示した状
態を示す図である。健診結果入力画面1001で，健診項目1003～1015から条件を選択し，実
行ボタン1002を押すと，指導内容表示画面1201で，発症割合表示欄1210，1220，1230，12
40に各疾病の発症割合，発症者数表示欄1211，1221，1231，1241に各疾病の発症者数，該
当者数表示欄1212，1222，1232，1242に該当者数を表示する。また，リスク表示欄1213，
1223，1233，1243に生活習慣が良い人に対するリスク，推奨改善項目表示欄1214，1224，
1234，1244に相対リスクが算出された指導項目，最推奨改善項目表示欄1250に指導内容情
報から選択した疾病数が最大で，組合せリスクが最大の指導項目を表示する。
【００４７】
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　図13の処理を開始すると（1301），まず，健診結果入力ステップ1302を行う。健診結果
入力ステップ1302では，ルール検索手段107により，指導対象者の健診結果を入力する。
まず，出力部104に図10の画面を表示し，指導対象者の健診結果の入力を待つ。そして，
操作者が指導対象者の健診結果を1003～1015の健診項目について入力部102の操作により
入力し，実行ボタン1002を押すと，ルール検索手段107は入力された条件を取得する。こ
こでは，指導対象者の健診結果は，男性（1020），年齢40代（1023），腹囲85未満（1025
），BMI25未満（1027），空腹時血糖値100～109（1030），最高血圧130以上又は最低血圧
85以上（1033），中性脂肪150未満かつHDL-C40以上（1034），20歳からの体重増加10kg以
上（1037），アルコール量/日3合より多い（1039），喫煙あり（1041），食事量多い（10
43），外食日数/週2日以上（1045），定期的な運動あり（1047）を入力したものとする。
【００４８】
　次に，ルール検索ステップ1303を行う。ここでは，ルール検索手段107が，リスク知識
から，健診結果入力ステップ1302で入力された健診結果に該当するルールを検索する。具
体的には，指導対象者の予防意識を喚起するため，入力された健診結果の値を組合せて出
来るルールの中から，信頼性があり，かつ，発症割合最大のルールを検索する。この場合
，入力された健診結果の値を組合せ出来るルールの中から信頼性があり（ここでは，0.1
％以上），かつ，発症割合最大のルール812を検索結果とする。検索結果の発症割合，発
症者数，該当者数は，図9の形式でデータベース106に記録される。
【００４９】
　次に，相対リスク算出ステップ1304を行う。ここでは，相対リスク算出手段108が，各
疾病のリスク知識から，生活習慣が良い人に対するリスクと指導項目別の相対リスクを疾
病別に算出する。具体的には，まず，ルール検索ステップ1303で選択されたルールから，
指導対象者の指導項目の条件で生活習慣が悪い条件を抽出する。この場合，図7のルール8
12から，20歳からの体重増加10kg以上，アルコール量/日３合より多い，定期的な運動な
しが抽出される。次に，抽出された条件のみを生活習慣が良い条件に変更したルールを選
択し，生活習慣が良い人に対するリスクとして，変更後（生活習慣が良い）のルールに対
する変更前（生活習慣が悪い）のルールのオッズ比を算出する。この場合，ルール812の
条件で20歳からの体重増加，アルコール量/日，定期的な運動のみを，20歳からの体重増
加10kg以上→10kg未満，アルコール量/日3合より多い→3合以下，定期的な運動なし→あ
りに変更したルール814が選択され，ルール814に対するルール812のオッズ比が算出され
ると，生活習慣が良い人に対するリスクは1.6倍となる。続いて，指導項目別の相対リス
クを算出する。指導対象者の指導項目の条件で生活習慣が悪い条件を1つずつ良い条件に
変更したルールを選択してオッズ比を算出する。この場合，まず，ルール812の条件の20
歳からの体重増加のみを，10kg以上→10kg未満に変更したルール815を選択し，20歳から
の体重増加の相対リスクとしてオッズ比1.4を算出する。次に，ルール812の条件でアルコ
ール量/日のみを，3合より多い→3合以下に変更したルール816を選択し，アルコール量/
日の相対リスクとしてオッズ比1.3を算出する。そして，ルール812の条件で定期的な運動
のみを，なし→ありに変更したルール817を選択し，定期的な運動の相対リスクとしてオ
ッズ比1.2を算出する。算出された生活習慣が良い人に対するリスクと指導項目別の相対
リスクは，図9の形式でデータベース106に記録される。
【００５０】
　次に，疾病数・組合せリスク算出ステップ1305を行う。ここでは，疾病数・組合せリス
ク算出手段109が，相対リスク算出ステップ1304で算出された図9の指導項目別の相対リス
クから，疾病数と組合せリスクを算出する。具体的には，指導項目別に相対リスクが存在
する疾病数と，各疾病の相対リスクの和である組合せリスクを算出する。例えば，20歳か
らの体重増加の場合，全疾病に対して相対リスクが存在するため，疾病数は4，その和で
ある組合せリスクは6.1と算出される。また，喫煙は，糖尿病と高脂血症のみ相対リスク
が存在するため，疾病数は2，その和である組合せリスクは3.6と計算される。算出された
疾病数と組合せリスクは，図9の形式でデータベース106に記録される。
【００５１】
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　図14のシーケンス図では，健康指導支援端末101がルール取得要求1409を行い，データ
ベース106からルール1410を取得し，指導内容登録1411を行う。
次に，改善項目抽出ステップ1306を行う。ここでは，まず，改善項目抽出手段110が，図9
の指導内容から，相対リスクが存在する指導項目を疾病別に抽出し，これを各疾病の推奨
改善項目とする。次に，改善項目抽出手段110が，疾病数・組合せリスクから，疾病数が
最大で組合せリスクが最大の指導項目を抽出し，これを最も推奨される改善項目とする。
これにより，各疾病の発症リスクを低減させる改善項目と全疾病の発症リスクを共通に低
減させる改善項目を抽出できる。この場合，メタボリックシンドロームの推奨改善項目は
，20歳からの体重増加10kg未満，アルコール量/日3合以下，定期的な運動ありとなり，糖
尿病の推奨改善項目は，20歳からの体重増加10kg未満，アルコール量/日3合以下，喫煙な
しとなる。また，高血圧の推奨改善項目は，20歳からの体重増加10kg未満，アルコール量
/日3合以下，食事量多くないとなり，高脂血症の推奨改善項目は，20歳からの体重増加10
kg未満，アルコール量/日3合以下，喫煙なし，外食日数/週1日以下となる。さらに，最も
推奨される改善項目は，疾病数が最大で，組合せリスクが最大の20歳からの体重増加10kg
未満となる。
【００５２】
　次に，指導内容表示ステップ1307を行う。ここでは，指導内容作成手段103が，図9の指
導内容，改善項目抽出ステップ1306で抽出された推奨改善項目と最も推奨される改善項目
を，図12の指導内容表示画面に表示する。この時，各疾病の推奨改善項目は，相対リスク
の降順に表示する。指導する操作者は，この画面を用いて，各疾病の発症割合，生活習慣
が良い人に対するリスクなどの危険性とそれを低減させる推奨改善項目と最も推奨される
改善項目を指導対象者に提示して指導を行う。指導が終わると，処理を終了（1308）する
。
【００５３】
　以上に示したように，本発明の個別健康指導支援システムは，項目数・組合せ寄与度算
出手段が，生活習慣項目の組合せ別に，重み付け組合せ寄与度と項目数を算出し，指導項
目候補選択手段が，項目数最小で重み付け組合せ寄与度最大の項目の組合せを指導項目と
して選択するので，複数疾病に対して共通に高い関連を示し，かつ,より発症割合を引き
上げている重要な指導項目を決定できる効果がある。
【００５４】
　また，本発明の個別健康指導支援システムは，項目数・組合せ寄与度算出手段が，生活
習慣項目の組合せ別に，重み付け組合せ寄与度，項目数，組合せ寄与度を算出し，指導項
目候補選択手段が，項目数最小で重み付け組合せ寄与度最大と組合せ寄与度最大が逆転す
る項目の組合せを指導項目候補として抽出する。そして，分類別に指導項目候補を表示し
て操作者に最終的な指導項目を決定させるので，操作者は，逆転する項目の組合せを確認
しながら，指導に適した指導項目を決定できる効果がある。
【００５５】
　また，本発明の個別健康指導支援システムは，ルール作成手段が，指導項目候補選択手
段で決定された指導項目を用いて各疾病のリスク知識を作成するので，指導に適した各疾
病のリスクを提示するリスク知識を作成できる効果がある。
【００５６】
　また，本発明の個別健康指導支援システムは，疾病数・組合せリスク算出手段が，指導
項目別に組合せリスクと疾病数を算出し，改善項目抽出手段が，最も推奨される改善項目
として，疾病数最大で組合せリスク最大の項目を抽出するので，複数疾病全体に対するリ
スクを低減させる生活習慣改善項目を提示できる効果がある。
【００５７】
　また，本発明の個別健康指導支援システムは，指導内容作成手段が，指導対象者の各疾
病の発症割合，生活習慣が良い人に対するリスク，推奨改善項目，最も推奨される改善項
目を一覧表示するので，操作者は指導対象者の改善ポイントが簡単に分かり，そのポイン
トを重点的に指導できる効果がある。
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【００５８】
　上記実施例では，疾病数・組合せリスク算出ステップ1305において，疾病数・組合せリ
スク算出手段109が疾病数と相対リスクの和である組合せリスクを算出し，改善項目抽出
ステップ1306において，改善項目抽出手段110が疾病数・組合せリスクから，最も推奨さ
れる改善項目として，疾病数最大で組合せリスク最大の指導項目を抽出する例を説明した
。しかし，疾病数・組合せリスク算出ステップ1305において，疾病数・組合せリスク算出
手段109が，各疾病の発症割合910で重み付けした相対リスクの和を算出し，疾病数・重み
付け組合せリスクから，最も推奨される改善項目として，疾病数最大で重み付け組合せリ
スク最大の指導項目を抽出してもよい。図15を用いて具体的に説明する。例えば，20歳か
らの体重増加914の場合，重み付け組合せリスク908は，各疾病の発症割合で重み付けした
相対リスク，0.26×1.4（メタボリックシンドローム），0.19×1.5（糖尿病），0.61×1.
9（高血圧），0.51×1.3（高脂血症）の和となり，その値は2.47になる。また，アルコー
ル量/日の場合は，0.26×1.3（メタボリックシンドローム），0.19×1.3（糖尿病），0.6
1×2.0（高血圧），0.51×1.4（高脂血症）の和となり，その値は2.52になる。そして，
算出された疾病数・重み付け組合せリスクから，疾病数906が最大で重み付け組合せリス
ク908が最大のアルコール量/日3合以下を最も推奨される改善項目として抽出する。これ
により，指導対象者の発症割合が高い疾病リスクを重点的に低減する改善項目を抽出でき
る効果がある。
【００５９】
　また,上記実施例では，指導内容表示ステップ1307において，指導内容作成手段103が，
図9の指導内容，推奨改善項目，最も推奨される改善項目を，図12の指導内容表示画面の
ように数値で表示して操作者が指導を行う例を説明した。しかし，指導内容表示ステップ
1307において，指導内容作成手段103が，指導対象者の各疾病の発症割合を図16，図19の
例のように棒グラフ1610～1613や円グラフ1910～1913で表示してもよい。また，指導内容
作成手段103が，各疾病の推奨改善項目と最も推奨される改善項目をボタン化（1630～163
2：メタボリックシンドローム，1640～1642：糖尿病，1650～1652：高血圧，1660～1663
：高脂血症，1670：最も推奨される改善項目）し，操作者がボタンを押下することで，図
17，図18，図20，図21の例のように生活習慣が良い値の発症割合を表示しても良い。図17
，図20は，20歳からの体重増加10kg未満1630，1640，1651，1662のボタンを押下した場合
の棒グラフと円グラフの画面例であり，10kg未満の各疾病の発症割合1710～1713（棒グラ
フ）2010～2013（円グラフ）を示している。図18，図21は，最も推奨される改善項目であ
るアルコール量/日3合以下1670のボタンを押下した場合の棒グラフと円グラフの画面例で
あり，アルコール量/日3合以下の場合の各疾病の発症割合1810～1813（棒グラフ）2110～
2113（円グラフ）を示している。これにより，操作者は，指導対象者に発症割合の変化を
グラフで提示して指導できるため，より視覚的なインパクトを与える指導ができる効果が
ある。
【００６０】
　また，上記実施例では，指導項目決定ステップ706において，指導項目候補選択手段114
が，指導項目候補を，図5の指導項目候補表示画面501に表示して，操作者に最終的な指導
項目を決定させる例を説明したが，指導項目決定ステップ706を省略し，項目数最小で重
み付け組合せ寄与度最大の組合せを最終的な指導項目としても良い。これにより，操作者
の手間を減らすことが出来る。
【００６１】
　また,上記実施例では，疾病として，メタボリックシンドローム，糖尿病，高血圧，高
脂血症を例に挙げ説明したが，他の疾病でも良い。高尿酸血症，LDLコレステロール血症
など健診項目や生活習慣が関連するあらゆる疾病に対して使用できる。このようにするこ
とで，様々な疾病に対する指導を支援できる効果がある。
【００６２】
　また，上記実施例では，疾病別寄与度を算出する方法として，ロジスティック回帰モデ
ルを用いてオッズ比を求める方法を説明したが，他の方法を用いてもよい。例えば，Cox
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比例ハザードモデルなど他の統計モデルを用いることが出来る。また,寄与度はオッズ比
でなくてもよい。例えば，生活習慣が悪い値と良い値の発症割合の比や差でも良いし，指
導する操作者が，独自の寄与度を設定してもよい。このようにすることで，操作者の意図
をより反映した指導内容を提示することが出来る効果がある。
【００６３】
　また，上記実施例では，疾病のリスクとして発症割合を使用する場合を例に説明したが
，他の指標を用いてもよい。健康度，危険度など他の方法で算出される指標や統計的な指
標，また，健康，病気に関するあらゆる指標を使用することができる。また，上記実施例
では，リスク知識を作成する方法として相関ルールマイニングを用いる方法について説明
したが，他のマイニング手法を用いてリスク知識を作成しても良い。
【００６４】
　また，上記実施例では，健診結果の入力は，ボタンなどで入力する方法について説明し
たが，他の方法を用いてもよい。例えば，テキスト入力欄を設けてキーボードなどから入
力したり，スライドバー型の入力Ｉ／Ｆを設けて数値を設定するようにしてもよい。様々
なユーザインターフェースを使用することが出来る。
【００６５】
　また，上記実施例では，操作者が入力部104を用いて健診結果を入力する方法について
示したが，ルール検索手段107が指導対象者の健診結果を，図2の健診情報が蓄積されたデ
ータベース106から取得するようにしてもよい。これにより，操作者が自分で健診結果を
入力する手間を減らすことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の個別健康指導支援システムの一構成例を示す図。
【図２】健診情報管理手段が管理する健診情報の一例を示す図。
【図３】寄与度情報管理手段が管理する疾病別寄与度情報の一例を示す図。
【図４】寄与度情報管理手段が管理する項目数・組合せ寄与度情報の一例を示す図。
【図５】指導項目を決定させる指導項目候補表示画面の一例を示す図。
【図６】指導項目管理情報が管理する指導項目情報の一例を示す図。
【図７】リスク知識管理手段が管理するリスク知識の一例を示す図。
【図８】健診情報からリスク知識を作成する処理の流れの一例を示すフローチャート。
【図９】指導内容管理手段が管理する指導内容の一例を示す図
【図１０】指導対象者の健診結果を入力させる健診結果入力画面の一例を示す　図であり
，入力前の状態を示す図。
【図１１】指導対象者の健診結果を入力させる健診結果入力画面の一例を示す　図であり
，入力後の状態を示す図。
【図１２】指導内容を表示する指導内容表示画面の一例を示す図。
【図１３】健診結果入力から指導内容表示までの処理の流れの一例を示すフローチャート
。
【図１４】健康指導支援端末とデータベースとのやり取りの一例を示すシーケンス図。
【図１５】指導内容管理手段が管理する重み付け組合せリスクを用いた場合の指導内容の
一例を示す図。
【図１６】発症割合を棒グラフで表示する指導内容表示画面の一例を示す図であり,改善
項目ボタン押下前の状態を示す図。
【図１７】発症割合を棒グラフで表示する指導内容表示画面の一例を示す図であり，推奨
改善項目ボタン押下後の状態を示す図。
【図１８】発症割合を棒グラフで表示する指導内容表示画面の一例を示す図であり，最も
推奨される改善項目ボタン押下後の状態を示す図。
【図１９】発症割合を円グラフで表示する指導内容表示画面の一例を示す図であり,改善
項目ボタン押下前の状態を示す図。
【図２０】発症割合を円グラフで表示する指導内容表示画面の一例を示す図であり，推奨
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【図２１】発症割合を円グラフで表示する指導内容表示画面の一例を示す図であり，最も
推奨される改善項目ボタン押下後の状態を示す図。
【符号の説明】
【００６７】
101…健康指導支援端末，102…入力部，103…指導内容作成手段，104…出力部，105…リ
スク知識作成手段，106…データベース，107…ルール検索手段，108…相対リスク算出手
段，109…疾病数・組合せリスク算出手段，110…改善項目抽出手段，111…項目分類手段
，112…疾病別寄与度算出手段，113…項目数・組合せ寄与度算出手段，114…指導項目候
補選択手段，115…ルール作成手段，119…健診情報管理手段，120…寄与度情報管理手段
，121…指導項目情報管理手段，122…リスク知識管理手段，123…指導内容管理手段， 20
1…健診ID，202…個人ID，203…受診日，204…性別，205…年齢，210…BMI，211…腹囲，
212…空腹時血糖値，213…最高血圧，214…最低血圧，215…中性脂肪，216…HDL-C，220
…20歳からの体重増加，221…アルコール量/週，222…飲酒日数/週，223…朝食日数/週，
224…外食日数/週，225…食事量，226…食事早さ，227…食事バランス，228…喫煙，229
…定期的な運動，230…汗をかく運動，231…糖代謝判定，232…血圧判定，233…脂質判定
，301…項目，302…分類，303～306…各疾病に対する寄与度と生活習慣が悪い値と良い値
の発症割合，310～320…各項目の疾病別寄与度，401…項目の組合せ，402…項目数，403
…組合せ寄与度，404…重み付け組合せ寄与度，410～424…項目の組合せと組合せ別の項
目数・組合せ寄与度・重み付け組合せ寄与度，501…指導項目候補表示画面，502～506…
分類ラジオボタン，510～513…項目数選択ラジオボタン，514…決定ボタン，520～521…
項目の組合せの重み付け組合せ寄与度を示す棒グラフ，522～523…項目の組合せの組合せ
寄与度を示す棒グラフ，530～531…指導項目選択方式選択ラジオボタン，601～604…各疾
病の指導項目，702…項目分類ステップ，703…疾病別寄与度算出ステップ，704…項目数
・組合せ寄与度算出ステップ，705…指導項目候補選択ステップ，706…指導項目決定ステ
ップ，707…リスク知識作成ステップ，801…ルールID，802…最高血圧・最低血圧，803…
中性脂肪・HDL-C，804…該当者数，805…発症者数，806…発症割合，807…支持度，810～
817…ルール，901…疾病，902～905…各疾病，906…疾病数，907…組合せリスク，908…
重み付け組合せリスク，910…発症割合，911…発症者数，912…該当者数，913…生活習慣
が良い人に対するリスク，914～919…各指導項目の疾病別相対リスク，1001…健診結果入
力画面，1002…実行ボタン， 1003～1015…健診項目，1020～1047…条件入力ボタン，120
1…指導内容表示画面，1210，1220，1230，1240…各疾病の発症割合，1211，1221，1231
，1241…各疾病の発症者数，1212，1222，1232，1242…各疾病の該当者数，1213，1223，
1233，1243…各疾病の生活習慣が良い人に対するリスク，1214，1224，1234，1244…各疾
病の推奨改善項目，1250…最も推奨される改善項目，1302…健診結果入力ステップ，1303
…ルール検索ステップ，1304…相対リスク算出ステップ，1305…疾病数・組合せリスク算
出ステップ，1306…指導項目抽出ステップ，1307…指導内容表示ステップ，1403…健診情
報，1404…寄与度情報登録，1405…寄与度情報，1406…指導項目登録，1407…指導項目，
健診情報登録，1408…リスク知識登録，1409…ルール取得要求，1410…ルール，1411…指
導内容登録，1412…指導内容，1601…指導内容表示画面(棒グラフ版)，1610～1613…各疾
病の改善項目ボタン押下前の発症割合を示す棒グラフ，1620～1623…各疾病の生活習慣が
良い人に対するリスク，1630～1632，1640～1642，1650～1652，1660～1663…各疾病の推
奨改善項目ボタン，1670…最も推奨される改善項目ボタン，1710～1713，1810～1813…各
疾病の改善項目ボタン押下後の発症割合を示す棒グラフ，1901…指導内容表示画面(円グ
ラフ版)，1910～1913…各疾病の改善項目ボタン押下前の発症割合を示す円グラフ，2010
～2013，2110～2113…各疾病の改善項目ボタン押下後の発症割合を示す円グラフ。
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